
介護保険適用施設に関する事項 
令和６年４月１日現在 

 
当院は、指定介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準を満たした上で、神奈川県知事に届出し算定を 

行っています。以下は介護保険適用の施設に関する掲示事項を記します。 
 
1. サービス提供を行う施設に関する事項 

 
事 業 所  相模原南病院 介護医療院 
種  類  指定介護医療院 
入所定員  １５９名 
協力病院  相模原南病院（併設医療機関） 
 

2. 基本施設サービス費に関する事項 
 
第１・２・８（Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）） 
看護職員（看護師・准看護師）は入所者６人に対し１人以上を配置しております。 
介護職員は入所者４人に対し１人以上を配置しております。 
夜勤帯（１６：３０～翌９：００）は、各療養棟に１人以上の看護職員と介護職員を配置しております。 

 
3. 利用料に関する事項 
 

Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）                      単位／日 
 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 
（ⅰ）従来型個室 ７２１ ８３２ １，０７０ １，１７２ １，２６３ 
（ⅱ）多 床 室 ８３３ ９４３ １，１８２ １，２８３ １，３７５ 

 

居住費 
  多 床 室    ６８３円／日 
  従来型個室  ２，０００円／日 
 
食事負担額    １，９３２円／日 

 
 加算・特定診療費等 

地域加算 ４級地 １単位の単価 １０．５４円 医学情報提供（Ⅰ）（転院の場合） ２２０単位／回 
サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日 理学療法Ⅰ １２３単位／回 
療養食加算 ６単位／回 理学療法Ⅰ（4 月超・月 11 回以降減算） ８６単位／回 
初期加算(入院日から 30 日以内） ３０単位／日 作業療法 １２３単位／回 
他科受診時費用（月 4 日限度）  ３６２単位／回 作業療法（４月超・月１１回以降減算）  ８６単位／回 
外泊時費用（月 6 日限度）   ３６２単位／回 言語聴覚療法 ２０３単位／回 
感染対策指導管理 ６単位／日 言語聴覚療法（４月超・月１１回以降減算） １４２単位／回 
褥瘡対策指導管理 ６単位／日 退院時情報提供加算 ５００単位／回 
重症皮膚潰瘍管理指導 １８単位／日 退院前訪問指導加算・退院後訪問指導加算 ４６０単位／回 
初期入院診療管理（入院中１回限り） ２５０単位／回   
介護職員処遇改善加算 月算定単位数の２．６％  
介護職員等特定処遇改善加算 月算定単位数の１．１％  
介護職員等ベースアップ等支援加算 月算定単位数の０．５％  

 
保険外負担額（税込料金） 

 

 医療法人 直源会 相模原南病院 介護医療院 

おやつ代 １６５円/回  文書代  
理容料 ２，４５０円/回   病院様式診断書 ３，３００円 
テレビ使用料 ８，８００円/月   生命保険会社指定診断書 簡易的   ５，５００円 
     その他  １１，０００円 
    おむつ使用証明書 ２，２００円 
    成年後見用診断書 １１，０００円 
    死亡診断書 １１，０００円 


